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第１章 計画策定について 
 

１ 計画の背景と趣旨 

成年後見制度とは、ノーマライゼーション（※１）や自己決定権の尊重（※２）等の理念

と本人保護の理念との調和の観点から、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能

力が不十分で、「不動産や預貯金などの財産を管理する」、「介護施設への入所・介護サー

ビス・入院に関する契約を結ぶ」、「遺産分割の協議をする」などの行為ができない方を保

護し支援する制度です。 

  平成１２年からこの制度は始まりましたが、十分に知られておらず、支援を必要な人が利 

用できていない状況となっています。そこで、国は「成年後見制度の利用の促進に関する法 

 律」（平成２８年法律第２９号）を施行し、この法律に基づく、「成年後見制度利用促進基本 

 計画」では、市町村は成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定め 

 るよう努めるものとしています。 

また、国において令和４年３月２５日には、「第２期成年後見制度利用促進基本計画」が 

閣議決定され、成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていくこととなりました。 

本市においても、国の基本計画を勘案した「清須市成年後見制度利用促進基本計画」を策 

定することで、本市の成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進して 

いきます。 

  
 ※１ 成年被後見人等が、成年被後見人等でない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重ん 

   じられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと。 

 ※２ 障害者の権利に関する条約第１２条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われると

ともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと。 

 

  

成年後見制度の利用の促進に関する法律 抜粋 

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制 

 度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見制度等実 

施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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〈国の基本方針〉 

国の成年後見制度利用促進基本計画においては、地域共生社会の実現という目的に向け、本人 

を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上

で、権利擁護支援の地域連携ネットワーク（以下「地域連携ネットワーク」という。※P１１参

照）の一層の充実などの成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進めています。 

地域共生社会は、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』という従来の関係を超

えて、住み慣れた地域において、人と人、人と社会が繋がり、またすべての住民が障がいの有無

にかかわらず尊厳をもってその人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え合い

ながら、ともに地域を創っていくこと」を目指すものです。 

〈国の基本的な考え方〉 

 ⑴ 地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進します。 

成年後見制度は、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、本人らしい尊 

厳のある生活を継続することができる体制を整備し、本人の地域社会への参加の実現を目指 

すものです。 

また、以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組みます。 

①  本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること 

② 本人にとっての成年後見制度を利用することの必要性や、成年後見制度以外の権利擁護 

支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携 

体制等を整備すること 

③ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること 

④ 任意後見制度や補助・保佐類型が利用される取組を進めること 

⑤ 不正防止等の方策を推進すること 

⑵  福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適 

切に受けられるようにしていく必要があります。 

 
出典：厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画」 
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２ 計画の位置づけ 

  本計画は、「清須市第２次総合計画」、「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」、「第３ 

 期障害者基本計画」、「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」との整合性を保ちなが

ら、認知症高齢者や障がいのある人等の権利擁護支援のための計画として位置づけます。 

 

３ 計画の期間 

  本計画の期間は令和５年度から令和９年度の５年間を対象とし、今後国の計画見直しを踏ま

えて、基本計画の見直しを行う予定です。 

 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

国計画 
第２期成年後見制度利用促進基本計画 

（令和４年度～令和８年度） 
第３期成年後見制度利用促進基本計画 

清須市

計画 

 第2次総合計画(後期) 

 (平成29年度～) 
第３次総合計画 

成年後見制度利用促進基本計画 
第２期成年後見制度

利用促進基本計画 

高齢者福祉計画

第８期介護保険

事業計画 

高齢者福祉計画 

第９期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

第１０期介護保険事業計画 

第３期障害者基

本計画 
第４期障害者基本計画 

第６期障害福祉

計画・第２期障

害児福祉計画 

第７期障害福祉計画 

第３期障害児福祉計画 

第８期障害福祉計画 

第４期障害児福祉計画 

 

４ 計画策定の流れ及び体制 

  令和４年４月に「清須市成年後見センター設立準備委員会」を設置し、学識経験者、司法関

係者、医療関係者、福祉関係者等より基本計画策定に関し審議を重ねました。 

また、令和５年１月１１日から２月９日には市民等により意見募集（パブリック・コメント）

を実施しました。（意見提出件数：０件） 

  



 

4 

 

第２章 清須市における現状と課題 
 

１ 人口 

  本市の人口は近年増加傾向にあり、令和３年４月１日時点の人口は69,239人となって 

います。そのなかでも、６５歳以上のうち、特に７５歳以上の高齢者人口が大きく増加して 

いる状況です。 

                       （人） 

区 分 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

総数 67,096 67,974 68,734 69,029 69,209 69,239 

0～14歳 
9,720 9,904 10,050 10,160 10,156 10,074 

14.5％ 14.6％ 14.６％ 14.7％ 14.7％ 14.5％ 

15～64歳 
41,840 42,297 42,723 42,773 42,891 42,963 

62.4％ 62.2％ 62.2％ 62.0％ 62.0％ 62.1％ 

65歳以上 
15,536 15,773 15,961 16,096 16,162 16,202 

23.2％ 23.2％ 23.2％ 23.3％ 23.4％ 23.4％ 

65～74歳 

（再掲） 

8,371 8,274 8,168 8,068 7,924 7,928 

12.5％ 12.2％ 11.9％ 11.７％ 11.4％ 11.5％ 

75歳以上 

（再掲） 

7,165 7,499 7,793 8,028 8,238 8,274 

10.7％ 11.0％ 11.3％ 11.６％ 11.9％ 11.9％ 

                            （出典）住民基本台帳（各年４月1日現在） 
 

２ 高齢者の現状 

⑴ 高齢者世帯の状況 

本市の６５歳以上人口は令和３年で１６，２０２人となっており、そのうち一人暮らし 

高齢者は３，８５２人、割合は２３．８％となっています。 

また、６５歳以上人口の増加に対して、一人暮らし高齢者の人口増加が顕著となってい 

ます。 

                                           （人） 

区 分 
平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

人口 34,457 34,277 68,734 34,616 34,413 69,029 34,689 34,520 69,209 34,738 34,501 69,239 

65歳以上人口 7,193 8,768 15,961 7,242 8,854 16,096 7,263 8,899 16,162 7,267 8,935 16,202 

65歳以上に占める

一人暮らし高齢者の

割合 

16.3％ 26.8％ 22.1％ 17.0％ 274％ 22.７％ 17.4％ 27.7％ 23.1％ 17.8％ 28.5％ 23.8％ 

 

一

人

暮

ら

し

高

齢

者 

65 歳以上（再掲） 1,174 2,353 3,527 1,224 2,428 3,652 1,267 2,467 3,734 1,306 2,546 3,852 

70 歳以上（再掲） 754 2,026 2,780 821 2,123 2,944 878 2,192 3,070 938 2,285 3,223 

75 歳以上（再掲） ４８６ 1,674 2,160 520 1,721 2,241 ５５０ 1,785 2,335 563 1,834 2,397 

                          （出典）住民基本台帳（各年4月1日現在） 
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⑵ 要介護認定者数及び認定率の推移 

本市の要介護認定者数の推移は近年増加傾向にあり、令和３年４月1日現在で2,５８７ 

人となっています。特に要介護２から要介護４の区分の認定者が増加しています。 

                                      （人） 

区 分 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

要支援１ 346 386 303 314 302 292 

要支援２ 416 433 409 401 395 443 

要介護１ 460 454 458 441 447 438 

要介護２ 361 383 427 453 468 466 

要介護３ 320 335 359 378 389 382 

要介護４ 296 327 344 348 374 346 

要介護５ 222 201 233 227 234  220 

認定者計（A） 2,421 2,519 2,533 2,562 2,609 2,587 

高齢者計（B） 15,583 15,825 16,018 16,162 16,226 16,273 

認定率 

（A/B） 

清須市 15.5％ 15.9％ 15.8％ 15.9％ 16.1％ 15.9％ 

愛知県 15.7％ 15.8％ 16.0％ 16.4％ 16.6％ 16.9％ 

全国 17.9％ 18.0％ 18.0％ 18.3％ 18.4％ 18.7％ 

（出典）「介護保険事業状況報告」厚生労働省（各年４月1日現在） 

 

⑶ 認知症高齢者自立度の認定者数推移 

本市の認知症高齢者自立度の認定者数は、自立度（Ⅰ）以上の区分において、近年増 

加傾向にあります。また、自立度区分別では（Ⅱｂ）、（Ⅲａ）が多い状況となっています。 

（人） 

区 分 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 
認知症高齢者自立度

（Ⅰ）の認定者数 
537 569 535 565 540 565 

認知症高齢者自立度

（Ⅱａ）の認定者数 
307 282 284 304 305 331 

認知症高齢者自立度

（Ⅱｂ）の認定者数 
508 532 565 583 563 624 

認知症高齢者自立度

（Ⅲa）の認定者数 
450 451 462 506 505 587 

認知症高齢者自立度

（Ⅲb）の認定者数 
126 123 128 128 141 161 

認知症高齢者自立度

（Ⅳ）の認定者数 
219 219 227 211 215 241 

認知症高齢者自立度

（Ｍ）の認定者数 
59 49 56 49 56 61 

認知症高齢者自立度

（Ⅰ）～（Ｍ）の認定者数 
2,206 2,225 2,257 2,346 2,325 2,570 

自立度の区分の判断基準はP６参照 

（出典）「介護保険総合データベース」厚生労働省（各年４月末現在） 
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認知症高齢者自立度の判断基準 

ランク 判断基準 見られる症状・行動の例 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日

常生活は家庭内及び社会的にほ

ぼ自立している。 

 

  

Ⅱ 

日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さ

が多少見られても、誰かが注意

していれば自立できる。 

 

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られ

る。 

たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理な

どそれまでできたことにミスが目立つ等 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見ら

れる。 

服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対

応など一人で留守番ができない等 

Ⅲ 
日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さ

が見られ、介護を必要とする。 

 

Ⅲa 

日中を中心として上記Ⅲの状態

が見られる。 

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時

間がかかる。 

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、

失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行

為、性的異常行為等 

Ⅲb 
夜間を中心として上記Ⅲの状態

が見られる。 
ランクⅢaに同じ 

Ⅳ 

日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さ

が頻繁に見られ、常に介護を必

要とする。 

ランクⅢに同じ 

M 

著しい精神症状や問題行動ある

いは重篤な身体疾患が見られ、

専門医療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や

精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 
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３ 障害者の現状 

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳取得者数の推移              

  精神障害者保健福祉手帳取得者が大きく増加しています。                （人） 

区 分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

療育手帳取得者 

A(重度) 168 170 181 184 177 173 

B(中度) 103 107 103 111 124 129 

C(軽度) 126 124 131 140 161 156 

小計 397 401 415 435 462 458 

精神障害者保健福祉手帳取得者 

１級 ４８ ６７ ７１ ８４ ８１ ８５ 

２級 ３４３ ３５１ ３８４ ３８６ ４０３ ４２９ 

３級 １６４ １５２ １５８ １５９ １７５ １８０ 

小計 555 570 61３ 629 659 694 

合 計 952 971 1,0２８ 1,064 1,121 1,152 

                                 （各年度４月１日現在） 

  

４ 成年後見制度に関する利用の現状と課題 

⑴ 成年後見制度利用状況 

   成年後見制度の後見事件数及び市長申立件数は、ほぼ横ばいとなっています。 

① 本市に住所を有する被後見人、被保佐人又は被補助人に係る後見事件数     （件） 

区 分 平成２８年度 平成２９年度  平成３０年度  平成元年度 令和 2年度 令和３年度 

成年後見（※１） 41 ４７ ４４ ４１ ４３ ４５ 

保佐（※２） ６ 6 ５ ８ １３ １２ 

補助（※３） ８ ３ 3 ３ ５ ５ 

合計 ５５ ５６ ５２ ５２ ６１ ６２ 

（名古屋家庭裁判所提供各年度１２月３１日現在） 
※１ 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 

※２ 判断能力が著しく不十分な方 

※３ 判断能力が不十分の方 

 

② 市長申立件数                                 （件） 

区 分                                                           平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

成年後見 2 ２ 
２ 

（ う ち 障 害 1） 
０ ０ ４ 

保佐 ０ 0 0 １ ０ ０ 

補助 ０ 0 0 ０ ０ ０ 

合計 ２ ２ ２ 1 ０ ４ 
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③ 清須市社会福祉協議会日常生活自立支援事業利用者数（※１） 

利用者数は増加傾向にあります。                                           （人） 

区 分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

新規契約者数 ６ ７ ９ １ ５ ５ 

利用者数 ２０ ２０ ２６ ２４ ２５ ２６ 

 （各年度３月末日現在） 
※１ 日常生活自立支援事業とは、清須市社会福祉協議会が実施する事業（実施主体：愛知県社会福祉協議会）  

で、認知症、知的障害・精神障害等により、日常生活において判断能力に不安のある方に対して、様々な 

相談に応じるとともに、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、日常的な金銭管理等を行う。 

 

④ 権利擁護に関する地域包括支援センターへの相談件数              

  全体的に相談件数は増加傾向にあります。お金に関すること、成年後見制度に関するこ 

との相談の割合が大きいです。                       （延べ件数） 

相談内容 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

お金に関すること ２８２ ２４１ ２０１ ２１０ ２０２ ３７６ 

虐待（疑い含） １６２ １８３ ２７６ ３３０ ２６９ ２３９ 

成年後見制度  １３８ １３０ １３１ １４４ １１７ ２４６ 

消費者被害 １１ １４ ５ ７ ０ １１ 

身元保証 － － － ３１ ５０ ４８ 

合計 ５９３ ５６８ ６１３ ７２２ ６３８ ９２０ 

実人数 73人 120人 96人 １００人 １２７人 １１４人 

   （各年度３月末日現在） 

※身元保証について、平成３０年度までは成年後見制度の区分に含まれています。 

 

⑤ 権利擁護に関する障がい者サポートセンター清須への相談件数         （件）                                   

区 分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

延べ件数 ４２ ６３ ８６ ２２ ３２ ５８ 

                                  

 ⑥ 成年後見制度の認知度 

         「清須市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」（令和３年３月策定）の介護予防・ 

       日常生活圏域ニーズ調査によるアンケート結果では、成年後見制度を知っている人の割合 

       は３７．９％でした。 

    ※調査対象：６５歳以上の市民（要介護認定者を除く）4,100件 

※有効回収数：2,753件 
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⑵ 成年後見制度の利用支援事業の取組 

   本市では、成年後見制度の利用助成に関して、「清須市成年後見制度利用支援事業実施要

綱」並びに「清須市地域生活支援事業実施要綱」で審判の請求費用、成年後見人の報酬の助

成を行っています。 

  ① 高齢者「清須市成年後見制度利用支援事業実施要綱」 

助成制度の有無 申立者別の助成対象 助成対象 資力別の助成対象 

審判請求費用 報酬 市長申立 本人 親族 その他 後見・保佐・補助 生活保護のみ 生活保護以外可 

○ ○ ○ ― ― ― ○ ― ○ 

 

② 障害者「清須市地域生活支援事業実施要綱」 

助成制度の有無 申立者別の助成対象 助成対象 資力別の助成対象 

審判請求費用 報酬 市長申立 本人 親族 その他 後見・保佐・補助 生活保護のみ 生活保護以外可 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 

   

③ 報酬助成の利用者数                            （人） 

                                                           平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

高齢者 ０ １ 1 ０ ０ ０ 

障害者 ０ ０ ０ ０ １ １ 

合計 ０ １ １ ０ １ １ 

 

⑶ 成年後見制度に関する課題 

高齢者人口、ひとり暮らし高齢者数、要介護認定者数、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 

取得者数が増加しています。また、権利擁護に関する地域包括支援センターへの相談件数にお

いて、お金に関すること、成年後見制度に関する相談も多くなっています。 

今後、認知症高齢者数も増加が見込まれる中、本市における成年後見制度の利用の必要性が

高まっていますが、成年後見制度の利用者数は、近年横ばいであり、制度があまり利用されて

いない状況にあります。 

また、成年後見制度の利用支援事業について、高齢者と障害者において制度内容が異なって

いることから、事業の整合性を図り、今後は、成年後見制度の周知とともに、制度を必要とし

ている人が利用しやすいよう体制を整備する必要があります。  
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第３章 成年後見制度利用促進に向けた 

具体的な取組 
  

成年後見制度の利用者数は、認知症高齢者数と比較して著しく少ない状況があります。社会

生活上の大きな支障が生じない限り、制度をあまり利用されていない状況です。また、支援を

必要としている人は、判断能力等の状態や自身を取り巻く生活の状況により、その人らしく日

常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求めることが難しく、自らの権利が

侵されていることに気づくことができない場合もあります。 

本人らしい生活を継続するためには、地域でこうした状況に気づき、意思決定の支援や必要

に応じた福祉や医療等のサービスの利用につなげることが重要です。また、虐待や消費者被害

などが生じている状況では、行政の関与、法的な支援や成年後見制度の利用につなげることも

必要になります。 

本市においても成年後見制度を必要とする人が適切に制度を利用することができるよう、本

人に身近な親族、医療、地域等の関係者や法律、福祉の専門職団体との連携を図り、権利擁護

支援の「地域連携ネットワーク」、「中核機関」の体制整備を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

関係機関との連携強化 
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基本目標１ 

成年後見制度利用促進の
ための体制整備 

基本目標２ 

成年後見制度の利用促進 

基本目標３ 

地域連携ネットワークの
推進 

施策１ 

地域連携ネットワークの構築 

施策２ 

地域連携ネットワークの基本的な仕組みづくり 

施策３ 

中核的な機関の体制整備 

施策１ 

地域連携ネットワーク及び中核機関が担う基本
的な機能 

施策２ 

中核機関において開催される会議 
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基本目標１ 成年後見制度利用促進のための体制整備 

 成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、相談窓口を整備するとともに、制

度の利用が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みの整備に努めます。 

 

施策１ 地域連携ネットワークの構築 

⑴ 権利擁護支援が必要な人の発見・支援 

   地域において、民生委員、ケアマネジャー、サービス提供事業者、各種関係機関等を対 

  象に成年後見制度の理解の促進を図るとともに、制度の利用が必要な人を早期に発見し、 

  相談機関や制度に結び付けられるよう努めます。 

⑵ 相談・対応体制の整備 

   成年後見制度に関して、市民が身近に相談・対応できる専門の窓口を設置します。 

 

施策２ 地域連携ネットワークの基本的な仕組みづくり 

⑴ 「チーム」による権利擁護支援 

     権利擁護支援が必要な人（以下本人という。）を中心に、状況に応じて身近な親族や地

域・保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、意思及び選好や

価値観を継続的に把握することで、必要な権利擁護支援の対応を行います。また、ケース

会議、介護保険サービス担当者会議等の既存の福祉・医療等のサービス調整や支援を行う

体制に加え、後見人、意思決定に寄り添う人などが参加することで、適切に本人の権利擁

護が図られるように努めます。 

   ⑵ 「協議会」の体制づくり 

後見開始の前後を問わず、「チーム」に対し法律、福祉の専門職団体や関係機関が必要 

な支援を行えるよう、各地域において専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、各専門 

職団体や各関係機関が自発的に協力し「チーム」を支えることができる体制づくりを進め 

ます。 
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参考：厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画について」 

施策３ 中核的な機関の体制整備 

⑴ 清須市成年後見支援センターの設置 

   地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関として「清須市成年後見支援 

  センター」を設置します。 

地域連携ネットワークを整備し協議会等を運営していくためには、その中核となる機関が 

必要です。中核機関には、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専 

門職等から円滑に協力を得るノウハウ等が蓄積され、地域における連携、対応強化の推進役 

としての役割を担います。 
① 設置の区域 

中核機関の設置の区域は、住民に身近な地域である市町村の単位を基本とすることが考 

えられるため清須市内とします。 

②  設置の主体 

中核機関の設置の主体は、中核機関が行う権利擁護に関する支援の業務が、市の福祉部 

局が有する個人情報を基に行われることや、行政や地域関係者の連携が必要となることか 

ら、行政が設置することが望ましいと考えられます。 

③  運営の主体 

   運営の主体は、地域の実情に応じた適切な運営が可能な「地域包括支援センター」、「基 

幹相談支援センター」と連携が図りやすい機関への委託とします。また、委託先は業務の 

中立・公平性の確保に留意しつつ、継続的に対応できる機関とします。 

 本市における地域連携ネットワークのイメージ 

《地域連携ネットワークの役割》 
○権利擁護支援が必要な人の発見・支援 
○早期の段階からの相談・対応体制の整備 
○意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築 
《地域連携ネットワークの機能》 
○広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果 

 
 
 
 

地域包括支援センター 
（２カ所） 
基幹相談支援センター 

協 議 会 

民間団体・NPO等 

弁護士会・司法書士会・
社会福祉士会 

社会福祉協議会 

民生委員 
ブロック 
自治会等 

清須市 

愛知県 

連携・支援 

医師会・歯科医師会・
薬剤師会等 

家庭裁判所 中核機関 

金融機関 

 

チーム（障害者） チーム（認知症高齢者） 

医療機関 

ケアマネジャー 

介護 
サービス
事業者 

障害福祉 
サービス 
事業者 

医療機関 
相談支援専門員 

○相談対応 
○チームの支援 
○協議会（支援検討会議）の開催 
○家裁との連携 
 

業務委託 ○成年後見支援センター 
     運営協議会の開催 

本
人 本

人 

後
見
人
等 

後
見
人
等 
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基本目標２ 成年後見制度の利用促進 

施策１ 地域連携ネットワーク及び中核機関が担う基本的な機能 

⑴ 広報 

    地域連携ネットワークに参加する司法・行政・福祉・医療・地域などの関係者は、成年後 

見制度が本人の生活を守り、権利を擁護する重要な手段であることの認識を共有し、利用す 

る本人への啓発活動を行うとともに、そうした声を挙げることができない人を早期に発見 

し、支援につなげるよう努めます。 

    また、中核機関は地域における効果的な広報活動推進のため、広報を行う各団体、機関 

（愛知県弁護士会、愛知県司法書士会、愛知県社会福祉士会、自治会、市役所等）と連携 

し、パンフレット作成・配布、研修会・講演会等の広報活動が、地域において行われるよう 

配慮します。 

    その他、任意後見（※１）、保佐、補助類型も含めた成年後見制度の早期利用も念頭にお 

いた活動となるよう努めます。 
  ※１ 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務 

  の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任 

された事務を本人に代わって行う制度です。 

⑵ 相談 

    中核機関は、成年後見制度の利用に関する相談に対応する体制を構築し、関係者からの 

   相談対応、後見等のニーズの精査及び見守り体制の調整を行います。 

⑶ 成年後見制度利用促進 

   ・成年後見人受任者調整（マッチング）等の支援 

   ・家庭裁判所との連携 

   ・日常生活自立支援事業等の関連制度からのスムーズな移行 

   ・市民後見人等の担い手の育成・活動の促進  ※将来的に機能を拡充 

⑷ 後見人支援・不正防止効果 

    中核機関は、親族後見人等の日常的な相談に応じるとともに、法的な権限を持つ後見人

と本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者がチームとなり、日常的に見守りや継

続的に状況を把握し、適切な体制を構築します。 

    また、成年後見制度における不正事案は、親族後見人等の理解不足、知識不足から生じ

るケースが多くなっていることから、地域連携ネットワークやチームでの見守り体制を構

築します。親族後見人等が孤立することなく、日常的に相談等を受けられる体制を整備す

ることにより、不正の発生を未然に防ぐよう努め、金融機関へ制度周知を行い、情報提供

等の協力を求めます。 
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施策２ 中核機関において開催される会議 ※P１２図参照 

⑴ チーム会議開催・・・随時開催 

   ※国が示す地域連携ネットワークの チーム に相当する。 

 

チーム会議は、権利擁護支援が必要な人を中心に本人の状況に応じて、本人に身近な親

族や地域、保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、意思及び

選好や価値観を継続的に把握することで、必要な権利擁護支援の対応を行う仕組みです。

また、ケース会議、介護保険サービス担当者会議等の既存の福祉・医療等のサービス調整

や支援を行う体制に後見人等、意思決定に寄り添う人などが加わり、適切に本人の権利擁

護が図られるようにします。 

参加メンバー：家族、親族、ケアマネジャー、サービス提供事業者、後見人、医療機関 

関係者、福祉機関関係者、民生委員、地域包括支援センター職員、基幹 

相談支援センター職員、清須市職員 

⑵ 支援検討会議開催・・・年複数回開催 

    ※国が示す地域連携ネットワークの 協議会 に相当する。 

   

支援検討会議は、市長申立等の支援方針を決定し、個別ケースの後見人受任者調整、申

立支援等を行います。また、チームでの対応に加え、地域において、法律・福祉の専門職

団体や関係機関がチームを支援します。 

    参加メンバー：弁護士、司法書士、社会福祉士、医療機関関係者、福祉機関関係者 

地域包括支援センター職員、基幹相談支援センター職員、清須市職員 

  

基本目標３ 地域連携ネットワークの推進 

施策１ 関係機関との連携強化 

⑴ 国、県、近隣自治体、家庭裁判所との連携 

地域連携ネットワークを推進するためには、国の「成年後見制度の利用の促進に関する 

   法律」、並びに「成年後見制度利用促進基本計画」に沿って、本市の施策を展開する必要 

があることから国、県からの情報把握に努めるとともに、会議や研修会等に積極的に参加 

し、近隣自治体とも情報共有することで、相談、協力体制の構築を図ります。 

   また、後見人候補者の適切な推薦、後見人への支援ができるよう家庭裁判所とも情報共 

  有等に努めます。 

  ⑵ 専門職団体との連携 

    虐待や消費者被害等の事案が発生した場合や本人の意思決定支援、身上保護等において 

    は、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等の専門職団体との連携が不可欠であることか 

   ら後見人等の受任者調整がスムーズに行えるよう、地域連携ネットワークへの参加を働き 
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かけます。 

⑶ 地域との連携 

    本人らしい尊厳のある生活の継続、地域社会への参加のためには、地域の福祉事業者、 

   医療機関、金融機関、民生委員、地域住民等の協力が必要です。日頃から成年後見制度の 

周知を行うことで、本人を取り巻く地域との連携に努めます。  
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 第４章 計画の推進 
 

１ 「清須市成年後見支援センター運営協議会」の設置 

   計画策定後は施策の進捗状況を「清須市成年後見支援センター運営協議会」において、取

組内容や成果を確認し、評価を行います。その評価は今後の効果的な計画の推進に役立てる

とともに、計画等の見直しを行います。 

  

「清須市成年後見支援センター運営協議会」の所掌事務 

  ・センターの業務内容及び運営体制に関すること 

・成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画に関すること 

 

   参加メンバー：学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、医療機関関係者、福祉機関 

関係者、民生委員・児童委員の代表者、高齢者福祉関係団体の代表者、障 

害者福祉関係団体の代表者等 

 

２ 成年後見制度の利用助成に関する検討 

  本市では成年後見制度の利用助成に関して、「清須市成年後見制度利用支援事業実施要綱」、 

 「清須市地域生活支援事業実施要綱」で審判の請求費用、成年後見人の報酬の助成を行って 

 います。 

成年後見制度の利用の推進にあたっては、経済的に困窮している市民が制度の利用につな 

がるよう、現在の助成制度の対象者の拡充などの検討を進めます。 
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３ 基本目標の実行計画 

基本目標 取組項目（施策） 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 9年度 

成年後見

制度利用

促進のた

めの体制

整備 

１ 地域連携ネットワー

クの構築 

   

 

２ 地域連携ネットワー

クの基本的な仕組み

づくり 

 

 

 

３ 中核的な機関の体制

整備 

 

 

 

成年後見

制度の利

用促進 

１ 地域連携ネットワー

ク及び中核機関が担

う基本的な機能 

 

 

２ 中核機関において開

催される会議 

 

地域連携

ネットワ

ークの推

進 

１ 関係機関との連携強 

  化 

 

 

４ 評価指標 

指標 考え方 
現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

成年後見制度

の認知度 

成年後見制度を知っている人の割合（％） 

【アンケート調査で成年後見制度の認知度につ

いて「よく知っている」「だいたいの内容は知っ

ている」と回答した割合】 

37.9％ ６0.0％ 

（清須市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

 

 

 

地域、専門職団体との連携 

国・県、近隣自治体、家庭裁判所との連携 

相談・対応体制の充実 

権利擁護支援が必要な人の発見・支援 

相談・対応

体制の整備 

 

チームによる権利擁護支援 

協議会による体制づくり 

清須市成年後見支援センターの設置 

広報・相談・成年後見制度利用促進・後見人支援 

不正防止効果 

チーム会議・支援検討会議 
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資料編 

1 計画策定経過 

 日 程 内 容 

第１回  

清須市 

成年後見センター 

設立準備委員会 

令和４年 

６月９日 

議題 

１ 清須市成年後見制度利用促進基本計画（案）について 

２ 清須市成年後見センターの設立（案）について 

第２回  

清須市 

成年後見センター 

設立準備委員会 

令和４年 

１０月４日 

議題 

１ 清須市成年後見制度利用促進基本計画（案）について 

２ 清須市成年後見支援センターの概要（案）等について 

３ 成年後見制度利用に関する助成について 

４ パブリック・コメントの実施について 

第３回  

清須市 

成年後見センター 

設立準備委員会 

令和５年 

３月１７日 

議題 

１ 第２回清須市成年後見センター設立準備委員会におけ

るご意見と回答 

２ 清須市成年後見制度利用促進基本計画（案）及び 

パブリック・コメント手続実施状況について 

３ 清須市成年後見支援センターの概要等について 

４ 清須市成年後見支援センター設置要綱（案）及び 

清須市成年後見支援センター運営協議会設置要綱（案） 

について 
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２ 設立準備委員会設置要綱 

 

清須市成年後見センター設立準備委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 清須市成年後見センター（以下「センター」という。）の設立に関し必要な事項を検討す 

るため、清須市成年後見センター設立準備委員会（以下「準備委員会」という。）を設置する。 

 （検討事項） 

第２条 準備委員会は、次に掲げる事項を検討するものとする。 

 ⑴ センターの業務内容及び運営体制に関すること。 

 ⑵ 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画に関すること。 

 ⑶ その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 準備委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 司法関係者 

 ⑶ 医療機関関係者 

 ⑷ 福祉機関関係者 

 ⑸ 民生委員・児童委員の代表者 

 ⑹ 障害者福祉関係団体の代表者 

 ⑺ 健康福祉部長 

 ⑻ その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、選任された日からセンターの設立の日までとする。 

 （委員長等） 

第５条 準備委員会に委員長及び副委員長を１人置く。 

２ 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 （庶務） 

第６条 準備委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。 

 （雑則） 

第７条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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３ 清須市成年後見センター設立準備委員会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ オブザーバー 
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 

地域福祉部生活支援室 

専門員 

中上 陽子 

２ オブザーバー 社会福祉法人清須市社会福祉協議会 
事務局長 

山内 真弓 

                                （令和４年４月１日現在） 

区分 機関名 氏名等 

１ 学識経験者 
学校法人佑愛学園 

愛知医療学院短期大学 

副学長 

小川 由美子 

２ 

司法関係者 

きよす総合法律事務所 
弁護士  

児玉 享 

３ 
公益社団法人成年後見センター 

リーガルサポート愛知支部 

司法書士  

河村 年美 

４ 

医療機関関係者 

医療法人はあと  

はあと在宅クリニック 

院長 

渡邉 栄彦 

５ 
医療法人生寿会 

五条川リハビリテーション病院 

医療ソーシャルワーカー 

高杉 英明 

６ 

福祉機関関係者 

社会福祉法人 

西春日井福祉会 

法人事務局事業推進課長兼

居宅介護支援事業所所長 

中出 学 

７ 
一般社団法人 

愛知県社会福祉士会 

社会福祉士 

田中 真琴 

８ 
民生委員・児童委員

の代表者 
清須市民生児童委員連絡協議会 

連絡会長  

後藤 憲治 

９ 
障害者福祉関係団体

の代表者 
清須市心身障害者福祉協会 

会長 

太田 良治 

10 関係行政機関の職員 清須市 
健康福祉部長  

加藤 久喜 


